
三菱商事＿独立役員届出書

１．基本情報

２．独立役員・社外役員の独立性に関する事項

a b c d e f g h i j k l
該当
なし

1 社外取締役 ○ △ 有

2 社外取締役 ○ 　 　 △ △ 　 有

3 社外取締役 ○ △ 有

4 社外取締役 ○ 　 　 ○ 新任 有

5 社外取締役 ○ 　 　 　 ○ 有

6 社外取締役 ○ ○ 新任 有

7 社外取締役 ○ △ ○ 新任 有

３．独立役員の属性・選任理由の説明

1

2

3

4

秋山 咲恵

鷺谷 万里

茂木 哲也

金子 圭子

該当状況についての説明（※４）

同氏は、2013年4月から2019年3月まで三菱重工業（株）の取締役社
長、2019年4月から2025年3月まで同社の取締役会長、2025年4月から
同年6月まで同社の取締役を務めていました。当社は同氏が過去業務執
行者であった同社と社外役員の相互就任の関係にあり、また取引があり
ますが、その額は、当社連結収益の1%未満であり、同氏の独立性に影響
を与えるものではありません。

同氏は、2016年1月から2019年8月まで（株）セールスフォース・ドット

コム（現 （株）セールスフォース・ジャパン）の常務執行役員を務めて
いました。当社は、（株）セールスフォース・ジャパンとの間に取引が
ありますが、その額は当社連結収益の1%未満であり、同氏の
独立性に影響を与えるものではありません。

該当ありません。

選任の理由（※５）番号

世界各地で事業を展開するコングロマリット型製造会社（上場）の取締役社長・取締役
会長を長年務め、グローバルな事業経営の経験、及びエネルギー関連を含むテクノロ
ジー全般に関する高い見識を有しており、実践的な視点から、当社の経営への助言や業
務執行に対する適切な監督を行っていただけるものと判断し、引き続き社外取締役に選
任しているものです。
また、同氏は、「上場管理等に関するガイドライン」に規定する独立性基準、及び当社
の「独立性基準」を満たしていると判断しています。

独 立 役 員 届 出 書

異動内容
本人の
同意

異動（予定）日

役員の属性（※２・３）

会社名

提出日 2026/5/28

独立役員届出書の
提出理由

番号

2026/6/19

コード三菱商事株式会社 8058

定時株主総会に社外取締役の選任議案を付議し、「独立役員・社外役員の独立
性に関する事項」、「該当状況についての説明」及び「選任の理由」の記載内
容に変更が生じたため同部分を変更するもの。

同氏は、2018年1月から2018年6月にかけて、当社顧問として、取締役
会の諮問機関であるガバナンス・指名・報酬委員会の委員に就任する
等、顧問としての報酬を受けていましたが、同報酬は同氏の有する経
験・見識に基づく当社の経営への助言に対する対価として支払われたも
のであり、同氏の独立性に影響を与えるものではありません。

経済産業省において要職を歴任し、経済・産業政策に長年携わることで培われた産業界
全体への深い造詣、及び環境・エネルギー政策を含むサステナビリティに関する高い見
識を有しており、実践的な視点から、当社の経営への助言や業務執行に対する適切な監
督を行っていただけるものと判断し、社外取締役候補者としました。
また、同氏は、「上場管理等に関するガイドライン」に規定する独立性基準を満たして
いると判断しています。なお、同氏は、2026年6月の定時株主総会終結をもって当社取締
役としての在任期間が8年となり、当社の「独立性基準」の⑦号に該当しますが、以下の
事項を踏まえ、実質的に独立性を維持していると判断できること、並びに、不確実性の
高い事業環境を踏まえた当社経営方針・経営戦略の審議において、同氏が有する産業界
全体への深い造詣、環境・エネルギー政策を含むサステナビリティに関する高い見識、
及び当社への深い理解が不可欠なため、例外として在任期間8年を超えて候補者とするも
のです。

【実質的に独立性を維持していると判断する理由】

  • ⑦号（在任期間に関する基準）のほか、当社の「独立性基準」にはいずれも抵触しない

こと。
  •同氏が、当社の業務執行には関与していないこと。

  •同氏が当社から受け取る役員報酬は、固定報酬であり当社の業績に連動しないこと。

  •その他、一般株主との利益相反が懸念される事情はないこと。

グローバルに事業展開する複数のIT関連企業で経営幹部を歴任し、企業の変革を導いた豊
富な経営経験と、IT・デジタル技術分野、及びダイバーシティ推進を含む人材戦略に関す
る高い見識を有しており、実践的な視点から、当社の経営への助言や業務執行に対する
適切な監督を行っていただけるものと判断し、引き続き社外取締役に選任しているもの
です。
また、同氏は、「上場管理等に関するガイドライン」に規定する独立性基準、及び当社
の「独立性基準」を満たしていると判断しています。

グローバルな金融業界におけるクレジットアナリストとしての長年の実務経験や、ESGス
トラテジストとして各種企業のサステナビリティ方針の策定や分析を主導した経験を通
じて、金融・資本市場及びESG・サステナビリティ分野への深い造詣を有しており、実践
的な視点から、当社の経営への助言や業務執行に対する適切な監督を行っていただける
ものと判断し、社外取締役候補者としました。
また、同氏は、「上場管理等に関するガイドライン」に規定する独立性基準、及び当社
の「独立性基準」を満たしていると判断しています。

社外取締役／
社外監査役

独立役員氏名

宮永 俊一

中空 麻奈

立岡 恒良

独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している独立役員の資格を満たす者を全て独立役員に指定している（※１）
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該当ありません。

同氏は、1991年4月から当社の従業員でしたが、1997年3月に退職後、
相当の年数が経過していることから、同氏の社外取締役としての独立性
は十分に確保されています。
また、同氏は、2007年1月から現在までアンダーソン・毛利・友常法律
事務所のパートナーを務めています。当社は、アンダーソン・毛利・友
常法律事務所との間に取引がありますが、その額は当社連結収益の1%未
満であり、同氏の独立性に影響を与えるものではありません。

同氏は、2002年5月から2022年6月まで新日本有限責任監査法人（現 
EY新日本有限責任監査法人）のパートナーを務めていました。また、同
氏は、2026年4月から現在まで早稲田大学商学学術院大学院会計研究科
の教授を務めています。当社は、EY新日本有限責任監査法人及び早稲田
大学との間に取引がありますが、その額はいずれも当社連結収益の1%未
満であり、同氏の独立性に影響を与えるものではありません。

公認会計士としての長年にわたる大手監査法人での実務経験や、日本公認会計士協会で
の要職の歴任を経て培われた、財務・会計・監査に関する深い造詣と高い見識をもと
に、専門的な視点から、当社の経営への助言、業務執行に対する適切な監督、及び中立
的な立場からの監査を行っていただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役候
補者としました。
また、同氏は、「上場管理等に関するガイドライン」に規定する独立性基準、及び当社
の「独立性基準」を満たしていると判断しています。

国際的な経営コンサルタントを経て、産業用検査ロボット企業を創業し、グローバル企
業に成長させた経験を通じて培われた、IT・デジタル技術分野への深い造詣、及びイノ
ベーションに関する高い見識を有しており、実践的な視点から、当社の経営への助言や
業務執行に対する適切な監督、及び中立的な立場からの監査を行っていただけるものと
判断し、監査等委員である社外取締役候補者としました。
また、同氏は、「上場管理等に関するガイドライン」に規定する独立性基準、及び当社
の「独立性基準」を満たしていると判断しています。

弁護士としての長年の経験を通じて培われた企業法務（会社法、M&A等）に関する高い
見識、及び豊富な社外役員経験を通じて培われた経営視点をもとに、専門的な視点か
ら、当社の経営への助言、業務執行に対する適切な監督、及び中立的な立場からの監査
を行っていただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役候補者としました。
また、同氏は、「上場管理等に関するガイドライン」に規定する独立性基準、及び当社
の「独立性基準」を満たしていると判断しています。
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４．補足説明

※１ 社外役員のうち、独立役員の資格を充たす者の全員について、独立役員として届け出ている場合には、チェックボックスをチェックしてください。
※２ 役員の属性についてのチェック項目

　a．上場会社又はその子会社の業務執行者
　b．上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与（社外監査役の場合）
　c．上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
　d．上場会社の親会社の監査役（社外監査役の場合）
　e．上場会社の兄弟会社の業務執行者
　f．上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
　g．上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
　h． 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
　i． 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）
　j． 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）
　k． 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）
　l． 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）
以上のa～lの各項目の表記は、取引所の規則に規定する項目の文言を省略して記載しているものであることにご留意ください。

※３ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」を表示してください。
近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」を表示してください。

※４ a～ｌのいずれかに該当している場合には、その旨（概要）を記載してください。
※５ 独立役員の選任理由を記載してください。

当社は、社外取締役の選任にあたっては、（株）東京証券取引所が定める独立役員の要件に加え、本人の現在及び過去3事業年度における以下①～⑦の該当の有無を確
認の上、独立性を判断しています。なお、以下①～⑦いずれかに該当する場合であっても、当該人物が実質的に独立性を有すると判断した場合には、社外取締役選任に
際してその理由を説明・開示することとしています。

「独立性基準」
   ① 当社の大株主（直接・間接に10％以上の議決権を保有する者）またはその業務執行者（※1）
   ② 当社の定める基準を超える借入先（※2）の業務執行者
   ③ 当社の定める基準を超える取引先（※3）の業務執行者
   ④ 当社より、役員報酬以外に1事業年度当たり1,000万円を超える金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、弁護士、公認会計士等の専門的サービス 
       を提供する者
   ⑤ 当社の会計監査人の代表社員または社員
   ⑥ 当社より、一定額を超える寄附（※4）を受けた団体に属する者
   ⑦ 当社の社外役員としての在任期間が通算で8年を超える者
   ※1 業務執行者とは、業務執行取締役、執行役、執行役員その他の使用人等をいう。
   ※2 当社の定める基準を超える借入先とは、当社の借入額が当社連結総資産の2%を超える借入先をいう。
   ※3 当社の定める基準を超える取引先とは、当社との取引額が当社連結収益の2％を超える取引先をいう。
   ※4 一定額を超える寄附とは、1事業年度当たり2,000万円を超える寄附をいう。

3


